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（ 要 旨 ） 
 西新宿５丁目中央北地区再開発の都市計画決定を早急にせず、区民の意見に耳を傾け、

対話による計画案を熟慮して、都市計画決定を行ってください。 
（ 理 由 ） 
１９陳情第２７号において今回の開発から淀橋会館を含まないで欲しい旨の陳情をし

ており、継続審査扱いになっておりますが、その審査結果を待たずして都市計画決定をし

ようとしています。これは区議会を愚弄する行為であります。区議会の審査などどうでも

良いとのことでしょうか。審査結果がはっきりしてから都市計画決定を行うべきです。 
１２月の説明会で１月に都市計画決定をする発言が新宿区からありました。 
僅か２ヶ月で決定するのではあまりにも早急すぎます。１２月末までに提出された意見

書はどのように検討、反映されるのでしょうか。とてもこの時間では、検討されるとは思

いません。区民を軽視しています。いちいち意見など聞いていたら事業など進まないと考

えているのでしょうか。 
出された意見を区民と協働で検討しながら進めるべきと考えます。時間を掛けて区民と

対話してください。一方的に計画案を押し付けて、これで決定しましたというような高圧

的なやり方はやめてください。計画案を区民と協働で検討する時間を下さい。 
意見内容のキャッチボールをして、より良い計画案を策定してください。 

 


